
 

                                   令和元年１０月１日 

 

消費税変更に伴うＫＥＭＰＯＳの対応について 

 

１０月より消費税率が変更となりますが、それに伴うＫＥＭＰＯＳの対応について説明します。 

 消費税額の金額の計算のみであれば、管理事項の消費税率を変更していただくだけで可能です。 

 

１．請求書システムの仕組みとしては以下のようになっています。 

 

 ・管理事項に「消費税率」という項目をもっています。 

  管理IDのプルダウンで「管理１」を選択する事でEditボタンが使用可能になります。 

  現在は「８」と入力されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・請求書台帳にも「消費税率」という項目をもっており、こちらにはその請求書の消費税率が 

  入力されており、現在のものには「８」と入力されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・請求書を新規作成する場合には、管理事項の「消費税率」が請求書の「消費税率」へコピー 

  されます。 

 ・請求書には、画面上に「消費税率」という欄があり、これは手入力での修正が可能です。 

 

 



 

２．１０月以降の請求書発行について 

 ・消費税の金額計算については、管理種別の「消費税率」を変更するだけで対応できます。 

 

 ・管理事項の「消費税率」を１０に変更します。 

  これで新規に作成する請求書の消費税の税率は１０％となります。 

  消費税の計算は、日付を見て判断しているのではなく、管理事項の設定によります。 

 

 ・管理種別で８％に設定した後で、個別に８％で発行したい場合は、請求書画面上で税率を「８」 

  に変更します。 

 

 ・請求書に備考等で直接「消費税８％」等と記載してある場合は、デザインで修正する必要が 

  あります。（弊社にて行う場合は、有償となります） 

 

３．合計請求書を作成している場合 

 

 ・消費税の計算を個々の請求書の集計で行っている場合は、変更の必要はありません。 

 

 ・消費税の計算を、手数料の合計を元に再計算している場合は、修正の必要がある場合もあり 

  ます。（実際の取り扱いをどのように行うかは、クライアント様との相談になるかもしれ 

  ません） 

 

 


